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令和５年度第２回定期監査報告書 

 

第１ 監査の種類 

    地方自治法第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

 

第２ 監査の対象 

      次の所属部課等における令和５年度（令和５年４月１日から令和５年９月 30

日まで）に執行された財務に関する事務及びその他の事務の執行等について監

査を実施した。 

 

総 務 部  総 務 課 

市 民 部  収 納 課 

福祉保健部  健 康 課 

     

第３ 監査の期間 

     令和５年 12 月１日から令和６年２月 22 日まで 

   [説明聴取日 令和６年１月 18 日、１月 19 日、１月 25 日] 

  

第４ 監査の主な着眼点及び実施内容 

    次の点を主眼に、関係諸帳簿及び関係書類等の照合、関係職員からの聴取など

通常実施すべき監査手続により実施した。 

１ 財務に関する事務の執行が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているか。 

２ 事務事業の管理運営が合理的かつ効率的に行われているか。 

 

第５ 監査の結果 

    福生市監査基準（令和２年３月 26 日決定）に準拠し監査した限りにおいて、

監査の対象となった事務の執行が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最

大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることにつ

いては、重要な点においておおむね認められた。なお、一部において改善、検討

を要する事項が見受けられたので、次のとおり記述する。  

 

 １ 総務課 

  郵便切手及びはがきの管理について 

  郵便切手及びはがきの管理については、切手等払出簿を用いて適正に管理さ 

れていることを確認することができた。しかし、各種類ごとの残枚数を確認し

たところ、62 円はがき、往復はがき（52 円はがき）については残枚数が多いだ

けではなく、最近の使用実績の無い状況が見受けられた。 

   特に、はがきについては、郵便料金が今後変更になることから、使用用途に
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ついての検討及び適正な在庫管理を行うよう要望する。 

 

２ 収納課 

    おおむね適正に執行されていた。 

 

３ 健康課 

(１)  労務管理の徹底と超過勤務時間の縮減について 

事務事業の内容や現状を確認したところ、当課への事業に対する市民からの

要望事項が多く、年々、事務事業が増えている。一方で従前からある事業を見

直すことができていない状況が見受けられた。予防接種事業や保健事業などは

事業量が膨大であり、特にここ数年では、新型コロナウイルス感染症拡大防止

対策事業への対応、母子保健事業では、多国籍の母子への対応や複雑なケース

が増えており、相談件数や相談時間も増加している。また、産後ケア事業のニ

ーズも高まると共に、伴走型相談支援事業が事業化されたことにより事務事業

量が著しく増加している。 

こうした状況の中、健康管理係では病気休暇者の発生、保健指導係及び子育

て世代包括支援センター係では保健師や心理士の専門職員の欠員が生じ、欠員

補充がされない状況が続いていた。ワクチン接種担当を除き、超過勤務時間は

増加し、一部の職員においては振替休暇や夏季休暇が取得できておらず、厳し

い労務環境にある状況が見受けられた。 

健康課の事務事業については、老若男女を問わず、市民の健康維持増進を図

る重要な役割がある。このことから、今後は職員のモチベーションの維持向上

に資すること、ワーク・ライフ・バランスの充実、職員の心身における健康を

維持する観点から、事務事業の抜本的な見直しなど働き方改革についての取り

組みを進めるよう検討されたい。 

なお、令和６年度組織改正により、健康課の組織改正及び人員増が予定され

ていることから、労務環境が改善されるよう期待する。 

 

(２) 支払いの遅れについて 

       一部の委託事業等において、支払いが遅れている案件が見受けられた。本市

として相手方への支払いが遅れることは、相手方に著しい不利益を与えるもの

であると共に、本市への信用を失墜させることにつながると考える。 

今後は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律、福生市会計事務規則及び

会計事務の手引き等に基づき、支払いが遅れることなく適正に事務処理が執行

されるよう徹底されたい。 

    

(３) 業務責任者通知書及び受託情報管理責任者等報告書の徴取について 

     一部の委託契約において、業務責任者通知書及び受託情報管理責任者等報告書

を収受していない契約案件が散見された。委託契約約款第６条に、受注者は、受
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託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責

任者として選任しなければならない。また特記仕様書、第４情報セキュリティ、

２管理体制等（１）に受託者は、受託情報の管理に責任を持つ管理責任者を選任

し、受託情報の管理体制について、管理責任者及び本契約を履行する全ての従事

者に関して、報告しなければならないと記載がある。 

今後、契約事務の執行にあたっては、「契約事務の流れ」、「福生市の入札制

度（契約の手引き）」等を参考に適正な事務処理に努められたい。 

 

 ４ 予算の執行状況について 

令和５年４月１日から令和５年９月 30 日までにおける歳入歳出予算の執行状況

は、別表のとおりである。 



一般会計 総務部　総務課

対予算 対調定

12,000 12,000 12,000 100.0 100.0

12,000 12,000 12,000 100.0 100.0

12,000 12,000 12,000 100.0 100.0
１ 総務管理費委託金
　２ 自衛官募集事務費委託金　 12,000

5,246,000 4,700,000 4,700,000 89.6 100.0

5,246,000 4,700,000 4,700,000 89.6 100.0

5,246,000 4,700,000 4,700,000 89.6 100.0

５ 統計調査費委託金
　１ 建設工事統計調査費委託金  　  0
　２ 経済センサス調査区管理
     事務費委託金　　　　　   12,000
  ３ 住宅・土地統計調査費
     委託金                4,685,000
　４ 国勢調査調査区設定費委託金    0
　５ 農林業センサス調査区設定費
     委託金                    3,000

113,000 47,900 43,960 38.9 91.8

113,000 47,900 43,960 38.9 91.8

113,000 47,900 43,960 38.9 91.8

３ 雑入
　２ 市政統計等頒布代　　　　　    0
　14 複写機等利用料　　　　   32,680
  31 市政情報公開等資料複写
     作成料            　　   11,280

5,371,000 4,759,900 4,755,960 88.5 99.9

款 項 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

23,749,000 4,672,662 19,076,338 19.7

18,493,000 4,499,270 13,993,730 24.3

18,493,000 4,499,270 13,993,730 24.3

5,256,000 173,392 5,082,608 3.3

5,256,000 173,392 5,082,608 3.3

23,749,000 4,672,662 19,076,338 19.7

１総務費委託金

22諸収入

３雑入

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

目 説　明

２総務費

１総務管理費

１総務費委託金

　合　　　　計

　
２ 総務事務費  　     　　　　　   　　3,146
３ 争訟費　　　　　　　　　　　   　       0
４ 表彰費　　　　　　 　　　       1,021,906
５ 平和祈念事業費　　　　　　　   　 198,788
６ 固定資産評価審査委員会費　　　   　     0
７ 文書管理費　　　　　　　　　    3,096,055
８ 情報公開及び個人情報保護制度費    131,362
９ 行政不服審査制度費                 47,500
10 検査事務費　　　　　　 　　　　       513

　合　　　　計

６総務事務費

５統計調査費

１統計調査費
２ 統計事務費  　     　　　　　           0
３ 統計調査費　　　　　　　　　      173,392

１雑入

17都支出金

３委託金

別表

令和５年度

予　算　の　執　行　状　況

歳 入 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

収入済額
収入比率

説　明

16国庫支出金

３委託金

款 項 目 予算現額 調 定 額



一般会計 市民部　収納課

令和５年９月30日現在（単位：円・％）

対予算 対調定

8,092,244,000 7,952,284,550 4,616,893,945 57.1 58.1

3,723,567,000 3,713,900,327 2,028,795,043 54.5 54.6

3,427,006,000 3,542,093,832 1,847,146,356 53.9 52.1

１現年課税分
　１現年課税分　　　 　1,823,098,550
２滞納繰越分
　１滞納繰越分 　　       24,047,806

296,561,000 171,806,495 181,648,687 61.3 105.7

１現年課税分
　１現年課税分 　　　    180,626,200
２滞納繰越分
　１滞納繰越分　　 　　    1,022,487

3,193,764,000 3,272,020,825 1,934,280,049 60.6 59.1

3,140,655,000 3,218,870,325 1,881,129,549 59.9 58.4

１現年課税分
　１現年課税分 　　    1,873,685,207
２滞納繰越分
　１滞納繰越分　　         7,444,342

53,109,000 53,150,500 53,150,500 100.1 100.0
１現年課税分
　１国有資産等所在市町村交付金
　　　　　　　　 　 　　　53,150,500

121,148,000 116,628,353 109,764,795 90.6 94.1

10,227,000 4,129,300 4,129,300 40.4 100.0
１現年課税分
　１現年課税分　　 　　　  4,129,300

110,921,000 112,499,053 105,635,495 95.2 93.9

１現年課税分
　１現年課税分　　 　　  105,238,395
２滞納繰越分
　１滞納繰越分　　   　　　　397,100

443,724,000 229,195,930 189,721,277 42.8 82.8

443,724,000 229,195,930 189,721,277 42.8 82.8
１現年課税分
　１現年課税分　　　 　  189,721,277

610,041,000 620,539,115 354,332,781 58.1 57.1

610,041,000 620,539,115 354,332,781 58.1 57.1

１現年課税分
　１現年課税分 　　　 　 353,224,111
２滞納繰越分
　１滞納繰越分 　　　  　　1,108,670

97,738,000 98,394,687 98,394,687 100.7 100.0

３委託金 97,738,000 98,394,687 98,394,687 100.7 100.0

97,738,000 98,394,687 98,394,687 100.7 100.0
２徴税費委託金
　１都税徴収委託金  　    98,394,687

6,000,000 3,365,202 3,365,202 56.1 100.0

6,000,000 3,365,202 3,365,202 56.1 100.0

6,000,000 3,365,202 3,365,202 56.1 100.0
１延滞金
  １市税延滞金　 　　　　　3,365,202

8,195,982,000 8,054,044,439 4,718,653,834 57.6 58.6

款 項 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

57,964,000 33,911,024 24,052,976 58.5

57,964,000 33,911,024 24,052,976 58.5

57,964,000 33,911,024 24,052,976 58.5

57,964,000 33,911,024 24,052,976 58.5

２種別割

２収納事務費　           　      10,118,598
３過誤納還付事務費        　     23,792,426

　合　　　　計

２収納事務費

４市たばこ税

１市たばこ税

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

目 説　明

２総務費

２徴税費

１延滞金、加算金
　及び過料

　合　　　　計

17 都支出金

１総務費委託金

５都市計画税

１都市計画税

22 諸収入

１延滞金

２法人

２固定資産税

３軽自動車税

１環境性能割

１固定資産税

１市税

１市民税

１個人

別表

令和５年度

予　算　の　執　行　状　況

歳 入

収入済額
収入比率

説　明款 項 目 予算現額 調 定 額

２国有資産等所
  在市町村交付
　金



国民健康保険特別会計 市民部　収納課

歳 入 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

対予算 対調定

１国民健康保険税 1,108,202,000 1,227,238,016 434,230,776 39.2 35.4

１国民健康保険税 1,108,202,000 1,227,238,016 434,230,776 39.2 35.4

1,108,173,000 1,227,124,730 434,230,776 39.2 35.4

１医療給付費分現年課税分
　１医療給付費分現年課税分
　　　　　　 　　　　　　289,244,725
２後期高齢者支援金分現年課税分
　１後期高齢者支援金分現年課税分
　　　　　　　　　　　 　 78,052,000
３介護納付金分現年課税分
　１介護納付金分現年課税分
　　　　　　　　　　　　　25,389,113
４医療給付費分滞納繰越分
　１医療給付費分滞納繰越分
　　　　　　　　　　 　　 27,931,202
５後期高齢者支援金分滞納繰越分
　１後期高齢者支援金分滞納繰越分
　　　　　　　　　　　 　  9,906,409
６介護納付金分滞納繰越分
　１介護納付金分滞納繰越分
　　　　　　　　　　 　　  3,707,327

29,000 113,286 0 0.0 0.0

１医療給付費分現年課税分
　１医療給付費分現年課税分 　  　　0
２後期高齢者支援金分現年課税分
　１後期高齢者支援金分現年課税分   0
３介護納付金分現年課税分
　１介護納付金分現年課税分　　 　　0
４医療給付費分滞納繰越分
　１医療給付費分滞納繰越分　 　 　 0
５後期高齢者支援金分滞納繰越分
　１後期高齢者支援金分滞納繰越分   0
６介護納付金分滞納繰越分
　１介護納付金分滞納繰越分　　     0

６諸収入 2,097,000 4,922,795 4,922,795 234.8 100.0

2,097,000 4,922,795 4,922,795 234.8 100.0

2,090,000 4,850,304 4,850,304 232.1 100.0

１医療給付費分延滞金
　１医療給付費分延滞金　 　3,234,512
２後期高齢者支援金分延滞金
　１後期高齢者支援金分延滞金
                           1,173,318
３介護納付金分延滞金
　１介護納付金分延滞金 　    442,474

7,000 72,491 72,491 1,035.6 100.0

１医療給付費分延滞金
　１医療給付費分延滞金　    　43,814
２後期高齢者支援金分延滞金
　１後期高齢者支援金分延滞金  18,467
３介護納付金分延滞金
　１介護納付金分延滞金     　 10,210

1,110,299,000 1,232,160,811 439,153,571 39.6 35.6

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

款 項 目 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

23,773,000 8,747,680 15,025,320 36.8

23,773,000 8,747,680 15,025,320 36.8

23,773,000 8,747,680 15,025,320 36.8

8,000,000 5,937,620 2,062,380 74.2

8,000,000 5,937,620 2,062,380 74.2

8,000,000 5,937,620 2,062,380 74.2

31,773,000 14,685,300 17,087,700 46.2

２退職被保険者
　等国民健康保
　険税

１一般被保険者
　国民健康保険
　税

合　　　計

収入済額
収入比率

説　明款 項 目 予算現額 調 定 額

１延滞金、加算金
　及び過料

１一般被保険者
　延滞金

２退職被保険者
　等延滞金

７諸支出金

１償還金及び還付金

１一般管理費 ４収納事務費　　　　　　　　  　　8,747,680

説　明

１総務費

１総務管理費

２一般被保険者
　保険税還付金

１一般被保険者過誤納保険税還付金及び
　還付加算金 　　 　　　　 　　 　5,937,620

合　　　計



介護保険特別会計 市民部　収納課

歳 入 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

対予算 対調定

１介護保険料 1,090,494,000 611,694,901 522,850,900 47.9 85.5

1,090,494,000 611,694,901 522,850,900 47.9 85.5

1,090,494,000 611,694,901 522,850,900 47.9 85.5

１現年度分保険料
　１現年度分保険料        519,569,100
２滞納繰越分保険料
　１滞納繰越分保険料　　 　 3,281,800

８諸収入 10,000 128,800 128,800 1,288.0 100.0

　 10,000 128,800 128,800 1,288.0 100.0

10,000 128,800 128,800 1,288.0 100.0
１第１号被保険者延滞金
　１第１号被保険者延滞金      128,800

1,090,504,000 611,823,701 522,979,700 48.0 85.5

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

款 項 目 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

1,928,000 756,236 1,171,764 39.2

1,928,000 756,236 1,171,764 39.2

1,928,000 756,236 1,171,764 39.2

1,747,000 1,737,500 9,500 99.5

1,747,000 1,737,500 9,500 99.5

1,747,000 1,737,500 9,500 99.5

3,675,000 2,493,736 1,181,264 67.9

後期高齢者医療特別会計 市民部　収納課

歳 入 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

対予算 対調定

654,666,000 496,759,960 296,145,189 45.2 59.6

654,666,000 496,759,960 296,145,189 45.2 59.6

369,231,000 179,649,800 179,649,800 48.7 100.0
１現年度分保険料
　１現年度分保険料         179,649,800

285,435,000 317,110,160 116,495,389 40.8 36.7

１現年度分保険料
　１現年度分保険料         113,535,800
２滞納繰越分保険料
  １滞納繰越分保険料  　　   2,959,589

４諸収入 1,000 212,700 212,700 21,270.0 100.0

　 1,000 212,700 212,700 21,270.0 100.0

1,000 212,700 212,700 21,270.0 100.0
１延滞金
　１延滞金    　　 　　　      212,700

654,667,000 496,972,660 296,357,889 45.3 59.6

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

款 項 目 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

1,559,000 680,780 878,220 43.7

1,559,000 680,780 878,220 43.7

1,559,000 680,780 878,220 43.7

1,500,000 1,191,100 308,900 79.4

1,500,000 1,191,100 308,900 79.4

1,400,000 1,189,600 210,400 85.0

100,000 1,500 98,500 1.5

3,059,000 1,871,880 1,187,120 61.2

１介護保険料

説　明

１総務費

款 項 目 予算現額 調 定 額 収入済額
収入比率

説　明

１第１号被保険
　者保険料

１延滞金、加算金
　及び過料

１第１号被保険
　者延滞金

１後期高齢者医療
  保険料

１特別徴収保険
　料

２普通徴収保険
　料

１第１号被保険
　者保険料還付
　金

１過誤納保険料還付金及び還付加算金 1,737,500

合　　　計

合　　　計

６諸支出金

１償還金及び還付金

款 項 目 予算現額 調 定 額 収入済額
収入比率

説　明

１後期高齢者医療保
  険料

２賦課徴収費

１賦課徴収費 ２収納事務費                         756,236

説　明

１総務費

２賦課徴収費

１延滞金及び過料

１延滞金

合　　　計

１保険料還付金 １保険料還付金　 　 　  　　　 　  1,189,600

合　　　計

２還付加算金 １還付加算金 　　　 　　  　　　 　　  1,500

１賦課徴収費 ２収納事務費                         680,780

５諸支出金

１償還金及び還付加算金



一般会計 福祉保健部　健康課

令和５年９月30日現在（単位：円・％）

対予算 対調定

565,000 503,442 412,610 73.0 82.0

565,000 503,442 412,610 73.0 82.0

565,000 503,442 412,610 73.0 82.0
１母子保健費負担金
　１未熟児養育医療費負担金　 412,610

8,657,000 2,220,617 2,194,157 25.3 98.8

7,483,000 1,300,467 1,296,007 17.3 99.7

7,483,000 1,300,467 1,296,007 17.3 99.7
１休日診療所使用料
　１休日診療所使用料　　 　1,296,007

２手数料 1,174,000 920,150 898,150 76.5 97.6

1,174,000 920,150 898,150 76.5 97.6

１保健衛生手数料
　２畜犬登録手数料　　　　 　255,400
　３狂犬病予防注射済票交付
    手数料                   640,750
　４診断書手数料　　 　　　　　2,000

558,677,000 257,226,000 0 0.0 0.0

558,677,000 257,226,000 0 0.0 0.0

558,677,000 257,226,000 0 0.0 0.0
１保健衛生費補助金
　３新型コロナウイルスワクチン
　　接種体制確保事業補助金　　 　　0

191,000 71,500 71,500 37.4 100.0

191,000 71,500 71,500 37.4 100.0

191,000 71,500 71,500 37.4 100.0
１保健衛生費委託金
  ２風しん抗体検査事業委託金  71,500

181,000 326,996 311,996 172.4 95.4

181,000 326,996 311,996 172.4 95.4

181,000 326,996 311,996 172.4 95.4

３雑入
　15公共施設職員等駐車料　   140,000
  57新型コロナワクチン住所地外
　　接種費負担金　　 　　　  171,996

568,271,000 260,348,555 2,990,263 0.5 1.1

款 項 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

1,663,544,000 496,879,701 1,166,664,299 29.9

1,663,544,000 496,879,701 1,166,664,299 29.9

1,663,544,000 496,879,701 1,166,664,299 29.9

1,663,544,000 496,879,701 1,166,664,299 29.9

別表

令和５年度

予　算　の　執　行　状　況

歳 入

収入済額
収入比率

説　明款 項 目 予算現額 調 定 額

14分担金及び負担金

１負担金

２衛生費負担金

２衛生手数料

15 使用料及び手数料

２保健衛生事務費       　          3,588,219
３休日医療対策費         　   　   9,696,116
４福生病院企業団費　　 　　　　  241,653,000
５健康推進費　　　　　　 　　　　 　　96,116
６成人保健費　　 　　　　　　　　 10,630,259
７母子保健費　　　 　　　　　　　 21,206,338
８予防費　　　　　 　　　　　　  168,688,863
９子育て世代包括支援センター事業費
　　　　　　　　　　　　　　　　  37,823,079
10保健センター管理費　　　 　　　  3,242,477
11車両管理費　　 　　　　　　　　 　 255,234

　合　　　　計

１保健衛生費

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

目 説　明

４衛生費

１保健衛生費

１雑入

１使用料

２衛生使用料

３委託金

３衛生費委託金

22諸収入

３雑入

　合　　　　計

17都支出金

２国庫補助金

３衛生費国庫補助金

16国庫支出金



国民健康保険特別会計 福祉保健部　健康課

歳 入 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

対予算 対調定

３都支出金 19,704,000 0 0 0.0 0.0

19,704,000 0 0 0.0 0.0

19,704,000 0 0 0.0 0.0
２特別交付金
　４特定健診等負担金 　　   　     0

19,704,000 0 0 0.0 0.0

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

款 項 目 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

62,450,000 12,116,385 50,333,615 19.4

62,450,000 12,116,385 50,333,615 19.4

62,450,000 12,116,385 50,333,615 19.4

62,450,000 12,116,385 50,333,615 19.4

後期高齢者医療特別会計 福祉保健部　健康課

歳 入 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

対予算 対調定

27,745,000 0 0 0.0 0.0

27,324,000 0 0 0.0 0.0

27,324,000 0 0 0.0 0.0
１健康診査費受託事業収入
　１健康診査費受託事業収入　　 　 　  0

421,000 0 0 0.0 0.0

421,000 0 0 0.0 0.0
１雑入
　１後期高齢者医療制度歯科健康診査
　　事業費補助金　　　 　　　　　 　  0

27,745,000 0 0 0.0 0.0

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％）

款 項 目 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

51,428,000 20,891,658 30,536,342 40.6

51,428,000 20,891,658 30,536,342 40.6

51,428,000 20,891,658 30,536,342 40.6

51,428,000 20,891,658 30,536,342 40.6

合　　　計

合　　　計

１健康診査費 １健康診査費                   　 20,891,658

説　明

３保健事業費

１保健事業費

予算現額 調 定 額 収入済額
収入比率

説　明

合　　　計

４受託事業収入

１受託事業収入

款 項 目

４諸収入

１保険給付費等交
　付金

１特定健康診査等
　事業費

１特定健康診査等事業費　　 　　　 12,116,385

説　明

５保健事業費

１特定健康診査等事業費

収入済額
収入比率

説　明款 項 目 予算現額 調 定 額

５雑入

１雑入

合　　　計

１都補助金
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令和５年度第２回定期監査報告書 

 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

 

第２ 監査の対象 

福生市立福生第四小学校及び福生第七小学校における令和５年度（令和５年４

月１日から令和５年９月 30 日まで）に執行された財務に関する事務及びその他

の事務の執行等について監査を実施した。 

     

第３ 監査の期間 

令和５年 12 月１日から令和６年２月 22 日まで 

[説明聴取日 令和６年１月 18 日、１月 25 日] 

   

第４ 監査の主な着眼点及び実施内容 

    次の点を主眼に、関係諸帳簿及び関係書類等の照合、関係職員からの聴取など

通常実施すべき監査手続により実施した。 

１ 財務に関する事務の執行が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているか。 

２ 効率的な予算の執行（契約事務、支出の費目区分等）が行われているか。 

３ 学校徴収金及び郵券等の管理が適正に行われているか。 

４ 公印及び備品の管理が適正に行われているか。 

５ 薬品類の管理が適正に行われているか。 

６ 校舎等施設及び通学路の安全管理が適正に行われているか。 

７ 個人情報の取扱が適正に行われているか。 

 

第５ 監査の結果 

    福生市監査基準（令和２年３月 26 日決定）に準拠し監査した限りにおいて、

監査の対象となった事務の執行が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最

大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることにつ

いては、重要な点においておおむね認められた。 

なお、一部において改善を要する事項が見受けられたので、次のとおり記述す

る。  

 

  １ 福生第四小学校 

  （１）学校徴収金の収支書類等の管理について 

    福生市立学校の学校徴収金事務取り扱いに関する基準（以下「基準」という。）

第９条第１項において、すべての収支は、収入承認書、支出承認書及びその根拠
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となる証拠書類により処理することとし、処理の都度、現金出納簿に記載するこ

ととされているが、一部の収支について、収支書類や現金出納簿への記載がない

ものが見受けられた。また、支出承認書に領収書の添付のみで請求書の添付が無

いものが見受けられた。学校徴収金の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未

然防止を図るため、基準どおりの処理を行うよう徹底されたい。 

  

  （２）学校徴収金の支出承認書の様式について 

    支出承認書の様式については、基準に定められた様式があるが、一部を省略し

た様式を使用しているため、購入請求日及び支出請求日を確認することができ

ない状況が見受けられた。今後は、基準に定められた様式を使用し、適正な事務

処理を行うよう徹底されたい。 

 

（３）郵便切手の管理について 

郵便切手の管理については、郵券使用簿を用いて適正に管理されていることを

確認することができた。しかし、切手の種類ごとの残枚数を確認したところ、数

百枚を超える枚数を保有しているものがあり、使用枚数に応じた在庫数であると

は言い難い状況が見受けられた。 

在庫数が多いことで、枚数管理をする事務が煩雑になり、適正な管理をする上

での妨げにもなると考えられるため、今後は在庫数と使用頻度を確認し、適正枚

数を保有していくよう徹底されたい。 

 

  ２ 福生第七小学校 

  （１）学校徴収金の支出承認書の様式について 

    支出承認書の様式については、基準に定められた様式があるが、一部を省略し

た様式を使用しているため、購入請求前の管理職の決裁等を確認することがで

きない状況が見受けられた。今後は、基準に定められた様式を使用し、適正な事

務処理を行うよう徹底されたい。 

 

３ 予算の執行状況について 

令和５年４月１日から令和５年９月 30 日までにおける歳出予算の執行状況は、

別表のとおりである。 



一般会計 福生第四小学校

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％） 

款 項 目 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

9,015,000 4,386,289 4,628,711 48.7

5,278,000 2,480,772 2,797,228 47.0

２教育指導管理費 135,000 31,040 103,960 23.0

３教育支援費 5,143,000 2,449,732 2,693,268 47.6

3,737,000 1,905,517 1,831,483 51.0

１学校管理費 3,737,000 1,905,517 1,831,483 51.0

9,015,000 4,386,289 4,628,711 48.7

２小学校費

別表

令和５年度

予　算　の　執　行　状　況

説　明

９教育費

３ 施設管理費　　　　 　　　　　　　 1,905,517

合　　　計

１教育総務費

５ 教職員研修費　                        1,500
９ ＩＣＴ推進事業費　　 　　　　　　　  29,540

４ 学校運営費　　　　　　 　　 　　　  565,072
５ 教育環境整備支援費　　　 　       1,838,819
６ 特別支援教育振興費　　 　　          45,841



一般会計 福生第七小学校

歳 出 令和５年９月30日現在（単位：円・％） 

款 項 目 予算現額 支出済額 予算残額 執行率

10,106,000 4,629,134 5,476,866 45.8

5,295,000 2,549,525 2,745,475 48.1

２教育指導管理費 134,000 24,519 109,481 18.3

３教育支援費 5,161,000 2,525,006 2,635,994 48.9

4,811,000 2,079,609 2,731,391 43.2

１学校管理費 4,811,000 2,079,609 2,731,391 43.2

10,106,000 4,629,134 5,476,866 45.8

２小学校費

別表

令和５年度

予　算　の　執　行　状　況

説　明

９教育費

３ 施設管理費　 　　　　　　　　　　 2,079,609

合　　　計

１教育総務費

５ 教職員研修費　                            0
９ ＩＣＴ推進事業費　　　 　　　　　　  24,519

４ 学校運営費　　　　　 　　　 　　　  874,167
５ 教育環境整備支援費　　 　　       1,609,871
６ 特別支援教育振興費　 　　　          40,968


